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ワクフの更新――18―19世紀テヘランのワクフ文書より
1999 10 11 於：羽田記念館/ /
IASペルシア語文書研究会
近藤信彰(東京都立大学)

1. はじめに
・サファヴィー朝以降の文書研究・ワクフ研究の立ち後れ 最新の研究[ 1998]Zarinebaf-Shahr
・19世紀テヘランのワクフに関する先行研究 ワクフ文書を用いず、マクロな視点から

家屋調査に基づくもの[ ] ワクフ目録に基づくもの[ 1350]EttehÊdÞye zÞr-e chÊp ¡oseynÞ BolÊghÞ
ワクフ庁のワクフ財記録に基づくもの [ 1375]ShÊh ¡oseynÞ

・ワクフのあり方・法関係の手続きに関する研究
ワクフの継続をめぐる諸問題[岩武 1993]
タブリーズのワクフ管理権をめぐる一連の訴訟[ ]Werner 1999
イラン・ワクフ庁所蔵の文書を本格的に利用 新たな研究の可能性を示す

2. ワクフ庁テヘラン州支部の文書群 1998年の調査
・全体の内容 イラン全国のワクフ関係文書が州ごとにファイル化 目録作成中

cf. 各州支部にもその州のワクフ関係文書有り 両者は一致ぜず
現用文書 番号の変更 裁判での提出

・テヘランの市域拡張(1874)以前のワクフ関係文書の調査 約200ファイル
大部分が、謄本
ワクフ設定文書以外の文書（関連する勅令・売買契約文書等）も含む場合も
19世紀のワクフ全体のうち、ごく一部しか残らず

3. アッバース親方のワクフ
・アッバース・アーバードのタキーエ。アッバース・アーバードのバーザールの最後。下記の８つの不

動産をタアズィエと前述のタキーエの諸費用に対するワクフである。これらずべての寄進者はハーッ
ジ・アッバースであり、太陰暦1207年になされた。
1. 六軒の店舗
2. 公衆浴場の1.5ダーング( 1 4）。現在は小園地と喫茶店になっており、広さは400 である。= / m2

[ 1350]¡oseynÞ BolÊghÞ
・1269 の家屋調査 タキーエ、ハンマーム、ワクフ財としての粥屋、青物商、 2軒の存在AH maktabkhÊne

確認。
・1317 の家屋調査 タキーエ、ワクフ財の6軒の店舗確認AH
・1301 の地図上で確認AH

4. 文書構成 同じワクフに関して、３文書有
( )ワクフ文書(1188 ) 謄本1 法務省の用紙 1332 8 (1953)a AH / /?

謄本2 法務省の用紙 1332 5 1(1953)/ / 資料近藤校訂分
謄本3 法務省の用紙 1316 4 24 (1937)/ /

( )ワクフ文書(1265 ) 謄本1 ワクフ省の用紙 1333 1 11(1915) コピー参照b AH / / 資料
謄本2 法務省の用紙 1332 5 1(1953) ( )の謄本2と同じ筆跡/ / a

( )ワクフ文書(1270 ) 謄本 ワクフ省の用紙 1298 11 18(1920) 資料コピー参照c AH / /
・ワクフ省のものは筆書き（黒）、形式も原本に似せてある
・法務省のものはペン書き（青）、べた書き
・謄本であるが、法的には有効。学術的には、いずれも不完全であり、校訂が必要
・謄本である利点 印章の解読 謄本の鮮明でないコピーでは判読不能の場合も

5. 文書の内容
( ) 1 ワクフ 寄進者： .a - OstÊd ‚AbbÊs BannÊ� b MoÙammad ‚AlÞ Ganje�Þ al-aòl sÊ dÊr al-khelÊfeken-e

寄進物件：
①ホセイニーエ建設用の土地（アッバース・アーバードのハンマームの前） 全部
②店舗（ハンマームの回廊？） １軒 全部 ホセイニーエに対して
③店舗（ホセイニーエと屋敷の下？） １軒 全部 3 6はホセイニーエに対して/

3 6は子孫に対して/
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④店舗用土地？ 全部 子孫に対してpey-e dokkÊn
⑤屋敷（ホセイニーエの南側） １軒 全部 子孫に対して

北 ホセイニーエとワクフの店舗 東 子孫へのワクフの店舗と公道
南 ワーキフの私有地 西 の家YøzbÊshÞ Rostam

⑥店舗（屋敷の南側） 1軒 全部 子孫に対して
⑦アッバース・アーバードのハンマーム 4 6 子孫に対して/

1 12 ホセイニーエに対して/
⑧店舗 ２軒 全部 子孫に対して
⑨店舗（ハンマームの回廊） １軒 全部 子孫に対して
条件
・子孫に対するワクフ ワクフ財の修理費を優先

相続と同じ条件で、毎年男系・女系の子孫に分配
・ホセイニーエに対するワクフ

ワクフ財の修理 ホセイニーエの修理 rowüekhÊn ta‚ziyekhÊn
残額が出た場合、財を購入
購入の必要がない場合、アーシューラーに住人・通行人へ饗応
タキーエが壊れた場合、管財人が適切と考えるほかのタキーエで

・ワクフ財は、圧政者、役人、権力者には賃貸しないこと
ワクフ財は、３年以上賃貸しないこと
ただし、タキーエが完全に倒壊し、管財人が修理の費用を準備できないときは、
信頼できる人物に３年以上賃貸してもよい

管理人は、1. 存命中は寄進者本人。2. 男系の子孫の男性。3. 女系の子孫の男性。
4. 当ホセイニーエの住人で適切なもの＋３人の学者が後見

管理料は1 20 諸支出の前に支出/
寄進者の子孫が絶えた場合、子孫へのワクフの収益は、管理人の許可をえてサイイド・非サイイド
の貧者・孤児・住民・通行人のために用いられ、14聖人の墓への となる。óavÊb

( ) 2 和解 ( ) 物件：ハンマーム1 12 100ディーナールでアッバースがa - moòleÙe / MollÊ Zeyn al-‚ŠbedÞn
に譲渡

( ) 3 ワクフ 寄進者： 物件：ハンマームの1 12 ( ) 2a - MollÊ Zeyn al-‚ŠbedÞn / a -
条件：アッバースの存命中は、収益を彼の 死後は半分を信徒の 、半分をrad-e maýÊlem rad-e maýÊlem
òawm-e òalvÊt

他の条件・管理人は( ) 1に同じa -
以上( )本文 日付なし。印もなし。a

( ) 4 寄進者の陳述書（本文端に青い別紙が貼付）a -
YøzbÊshÞ Rostam zar‚より購入したバーグは2,600 であり、そこに家を建て、タキーエとハンマームを建
て、子孫とイマーム・フサインのためにワクフを行う。この私有地の契約を の書記であるMÞrzÊ MasÞÙ
MollÊ ¡oseyn MollÊ Zeyn al-‚ŠbedÞn zar‚ cm shÊhÞ dÞnÊrと が２人で行い、1 (約100 )あたり、3 (＝150 )で契約
し、物件の委譲を行った。1188年ラジャブ月20日[寄進者の印]
( ) 5 の確認a - MÞrzÊ MasÞÙ
…2つの紙にあるワクフと陳述は真正であった…[ の印]MÞrzÊ MasÞÙ

( ) 6 寄進者の陳述書２ （紺色の別紙が本文の裏に接着される） 1242 と思われるa - AH
…私は、それぞれのハンマームの4ダーングを善意の持ち主である男女の子孫に対するワクフとした。
それぞれのハンマームの半ダーングを自分が使うように自分に対するワクフとした。それぞれのハン
マームの1.5ダーングを殉教者達の長（＝イマーム・フサイン）に対するワクフとした。その詳細は
そのワクフ証書にあるが、 （称号省略）がこのワクフの契約を執り行った。私は高貴なるMÞrzÊ MasÞÙ
印章をおしていただくように、日付も決めていただくように願ったが、「すべての契約は口頭で行わ
れ、書面では行われない。契約が成立すれば、それが混乱することはない」とおっしゃった。そこで、
自分の願いを放棄した… [寄進者の印]

( ) 7 の言a - MÞrzÊ MasÞÙ
…私、ミールザー・マスィーフが自ら契約を行った…ハーッジー・アッバースには全く問題はない。
誰かがハーッジー・アッバースを苦しめることを言ったならば、それはシャリーアに反する。契約の
条件は印と字の有効性にはよらなかった。庶民は、契約の有効性は印と日付によると信じているかも
しれない。
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( ) 1 ワクフb -
経緯の説明：
ハーッジー・アッバースが、ハンマーム1.5ダーングと1軒の店舗を自分の建てたホセイニーエに対し
てタアズィエのためにワクフ しかし、ワクフ成立の３条件を満たしているかどうか不明
遺言執行人であることを主張する の主張：¡ÊjjÞ üÊn ‚AlÞMollÊ Rama
ワクフの実行はアッバースの死後、自分に委ねられ、また先のワクフ契約はモジュタヘドやモジュタ
ヘドの代理によるものではなかった
対応：
アッバースの２子 と は、ハンマームの相続分2ダーングを女婿のMollÊ GholÊm ¡oseyn SakÞne KhÊtøn ¡ÊjjÞ
MollÊ RamaüÊn ‚AlÞに譲渡
MollÊ GholÊm ¡oseyn SakÞne KhÊtønと が寄進者としてワクフ
ワクフ財
①ハンマーム 1.5ダーング

北 の家とと の家 西 の家SakÞne KhÊtøn KarbalÊÞ Ja‚far ‚AllÊf TojjÊr-bÊshÞ
南 ワーキフ私有の店舗、ホセイニーエのワクフの店舗、公道
東 の店舗、公道¡ÊjjÞ ‚Abd al-‚AýÞm ¡ÊjjÞ AmÞnと

②店舗（ハンマームの回廊） １軒 全部 ( )②a
③店舗 ４軒 全部 新規？

北 公道 西 ホセイニーエ 南 ワーキフたちの店舗 東 公道
ワクフ対象 ハーッジー・アッバースのホセイニーエでイマーム・フサインの服喪を行うものたち
モタヴァッリー MollÊ GholÊm ¡oseyn /とその男系子孫 管理料1 10
ナーゼル とその男系の子孫SakÞne KhÊtøn 監督料1 20/
ハンマームの２ダーングは子孫に対するワクフ
残りの1ダーングは の通りに執り行えdastør al-‚amal
日付 1265 年ラビーア 月29日 [AH I MollÊ GholÊm ¡oseyn の印]

( ) 8a -
女性( 文書( )確認の要請SakÞne KhÊtønと思われる)によるウラマーに対する a
署名・押印による確認 日付 1265 年ラジャブ月21日[ の印]AH MoÙammad Ja‚far

( ) 9a -
ファトワーの要求：あるゼイドがワクフを行い、管理権を男系の子孫に委ねて、死去した際、あるオ
マルを子供が小さいうちの後見人とした場合、その子供が成人したら、ワクフ財の管理をこれに委ね
るべきか否か→正式な管理人である子供に委ねるべきである。（複数）

( ) 10 ( ) 2a - b -
ファトワーの要求：ある人物が死去し、彼には小さな子供があった。子供は財産を無条件でおいてお
き、それを売却された。買い手はこれを占有することができるか。今や子供は成人した。→成人前に
は財産を占有することはできず、この取引は無効である。

( ) 3b -
ファトワーの要求ワクフやその他に関する書類の日付が混乱していた場合、ワクフは無効となるか:
否か。→たとえ日付が混乱していても、ワクフや取引が正しく行われていれば無効にはならない。

( ) 1 ワクフ文書３c -
経緯の説明：ハーッジー・アッバースがその死後、4軒の店舗とハンマーム2ダーングとハンマームの
上の2軒の店舗２ダーングのを、自分の建てたホセイニーエに対してタアズィエのためにワクフ。
一時後見人の故ハーッジー・ラマザーン・アリーとその息子が占有。後見人と被相続人の子孫の間で
諍いがあった。
MollÊ GholÊm ¡oseyn SakÞne KhÊtønと が寄進者としてワクフ
ワクフ財
①ハンマーム ２ダーング
②店舗（ハンマームの回廊） ２軒 ２ダーング ( )②a
③店舗 ４軒 全部 ( )③b
収益は、必要経費・修理費を引いたのち、1 10がナーゼルに、1 6が「善行の費用の全権者＝モタヴ/ /
ァリー？」に、残りがアッバース・アーバードのタキーエで行われるロウゼハーニーとタアズィエに。
モタヴァッリーはMollÊ GholÊm ¡oseyn SakÞne KhÊtønとその男系の子孫、ナーゼルは の男系の子孫
絶えた場合は、→モジュタヘド→街区の住民のうちの信仰の厚きもの
ハンマームの残り４ダーング、ハンマームの上の店の残り４ダーングは、ハーッジー・アッバースの
子孫の私有財産
1207[1270]年ラビーア 月6日金曜夜II
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( ) 2c -
ワクフの成立の認証 1270年ラビーア 月6日金曜夜[印判読不能]II
( ) 4b -
今日、ワーキフの唯一の男系の子孫である .MÞrzÊ MoÙammad b MollÊ GholÊm ¡oseynが、ワクフ財を占
有すべきである。の1300年ジョマーダー 月[ の印]II MÞrzÊ ¡asan Mojtahed

6. 考察
(1)古文書学的
①ワクフ文書本文
②ウラマーによる認証 証人による認証
③補足のための別紙の陳述書
④ファトワーの要求とその解答
（③④があるのは珍しい）

これらの要素が長い時間をかけて、一つの文書に付加されていく。
eg a - b -. ( ) 1188 1265 ( )1265 1300

日付のないものは、どの時点で付加されたのか考察する必要性
「生きている」文書

(2)ハンマームのワクフ・所有関係

RamaüÊn
ﾀｷｰｴ ﾀｷｰｴ子孫 タキーエ タキーエ ‚Ali

子孫

‚ ‚AbbÊs AbbÊs 一般 子孫
子孫

( ) 1 ( )3 ( ) 6 ( ) 1 ( ) 1a - a a - b - c -
[ はワクフ]

矛盾の数々 1. 最初の文書にない１ダーングが( ) 6でワクフに追加a -
2. 子孫へのワクフの一部を( ) 1によって売却b -
3. 子孫へのワクフが( ) 1によって私有に転化c -
4. ワーキフへのワクフ分がタキーエへのワクフへ吸収
5. ワクフ庁のカタログではタキーエ分は1.5ダーング 有効な文書は( ) 1 ( ) 1？b - or c -

ワクフの可変性 家族ワクフの私有化

(3)問題の論点
1. 最初のワクフ文書に正式の日付と印がなかったこと

補うために２回以上の陳述書を付す
契約執行者にも疑問が付される
最初の文書は、後には細則を定めたものとして扱われる

2. 女婿の遺言執行者と２人の幼い遺子の対立
幼少のうちに、遺言執行者が財産を売却？
紛争の一方の当事者の死によって解決？

極めて複雑な法文化の存在

(3)社会史的観点
1. ギャンジェ出身の一建築業者が、18世紀末にテヘランでまとまった土地を購入し、彼の名前が街区

や通りに残されたという点
2. 建築業者の子、および女婿が、ウラマーに属するものであったこと
3. テヘランの都市化の過程 当初はバーグであったところが、19世紀半ばまでには、住宅と店舗が並

ぶ街区へ変貌
4. タアズィーエのカージャール朝下での流行 タキーエに対するワクフの増大
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